
 物品の調達について、次のとおり一般競争入札を行いますので、公告します。 
 
   令和８年６月１日 
                             地方独立行政法人奈良県立病院機構  
                   奈良県西和医療センター 院長 土肥 直文 
   
一  競争入札に付する調達の内容 
  １  入札物件 
     Ａ重油（ＪＩＳ規格１種２号）の購入 
 ２  入札物件の数量及び特質 
      予定数量  約 １２６ＫＬ（３ヶ月間） 
   納入単位 大型ローリー １０ＫＬ以上の指定数量 
   その他入札説明書及び仕様書によります。 
  ３  納入期間 
     令和８年７月１日から令和８年９月３０日まで 
 ４ 納入場所 

奈良県生駒郡三郷町三室１－１４－１６  
 地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター 

 ５ 入札方法 
      入札は、１キロリットル当たりの単価で行います。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に
相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及
び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ
た契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

 
二  競争入札に参加する者に必要な資格 
    次に掲げる１から５までに該当する者が、この入札に参加することができます。  
 １  地方独立行政法人奈良県立病院機構契約規程第４条第１項及び第２項に該当しな
  い者であること。 
  ２  奈良県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領による指名停止又は指名保留
  の措置期間中でない者であること。 
  ３  奈良県における物品購入等に係る競争入札参加有資格者で、営業種目Ｊ１の石油
  製品で登録している者であり、かつ、奈良県内に事業所を有する者であること。 
 
      （資格審査の問い合わせ先及び申請場所） 
      〒６３０―８５０１ 奈良市登大路町３０番地 
      奈良県会計局総務課調達契約係（県庁主棟１階） 
      電話(直通)０７４２―２７―８９０８ 
 
  ４ この公告に示した調達物品の規格に合致した物品及び数量を確実に納入し得るこ
  とを証明できる者であること。 
 ５ 石油の備蓄の確保等に関する法律（従前は石油業法）の規定に基づく石油製品販
  売業の届出をしている者であること。 
 
三  契約条項を示す場所等 
  １ 契約条項を示す場所、入札説明書の閲覧場所及び問い合せ先 
      〒６３６―０８０２ 奈良県生駒郡三郷町三室１－１４－１６ 
     地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター 総務課 施設係 



     電話  ０７４５―３２―０５０５（内線２７１２） 
   ＦＡＸ  ０７４５－３２－０５５９ 
    
  ２  入開札の日時及び場所 
      令和８年６月２２日（月）午前１１時００分 
      奈良県生駒郡三郷町三室１－１４－１６ 

      地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター 
事務棟１階 小会議室１ 

  ３  郵便による入札 
     入札書は郵便で差し出すことができます。（※作成の詳細及び注意事項は入札説

明書に記載しています。） 
 
四  その他 
 １  入札保証金及び契約保証金 
      免除します。 
  ２  入札者に要求される事項 
  （一）この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示すとおり、二の４及
   び５に掲げる事項を証明する書類を所定の日時（令和８年６月１日（月）から  

      ６月１２日（金）(土曜日、日曜日及び 祝日を除く。)の毎日午前９時～午後５時まで。)

   までに三の１の場所に提出しなければなりません。 
        なお、入札参加者は、入開札日の前日までの間において、奈良県西和医療セン
   ターから提出書類等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければなりま
   せん。 
  （二）この提出資料等に基づき、二の規定に該当すると認められる者が、入札に参加
   することができます。 
  （三）入札者は、所定の入札書を作成し、封をした上、所定の場所及び日時に入札し
   てください。 
  （四）入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはでき
   ません。 
 ３ 入札の無効 
   この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、地方独立行政法人奈良県立
  病院機構契約規程第八条の規定に該当する入札及び入札に関する条件に違反した入
  札は無効とします。 
  ４ 契約書作成の要否 
      要します。 
  ５  契約の相手方の決定 
      予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を第一交渉

権者とし、この者と価格交渉を行い契約価格を決定します。 
   交渉が不調となり、又は契約が交渉開始から 10 日以内に締結しない場合、次順位

の者を第一交渉権者とします。 
  ６ その他 
      詳細は、入札説明書及び仕様書によります。 
 
      


